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解説！

令和８年度

栃木県介護テクノロジー定着支援事業
実施要領



はじめに

◆ この資料は、「令和８年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業実施要
領」の記載内容を解説する目的で作成しました。

◆ この資料とともに、県発出の実施要領を合わせてご確認ください。

◆ この資料は、実施要領からの抜粋で構成されています。すべての内容が網羅
されているものではないことにご留意ください。

◆ 随時発出されるQ＆A等の追加情報についてもご確認ください。

◆ この資料での解説内容と、県発出要領やQ＆Aの記載に異なる内容がある
場合には、実施要領・Q＆Aの記載内容を優先させてご理解ください。

◆ この資料の解説内容は、予告なく変更になる場合があります。

◆ この資料は、令和8年6月２２日現在の情報で作成しております。

上記の内容をご了承の上、ご参考頂きますよう、お願い申し上げます
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１.趣旨

本要領は、栃木県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要領（以下
「交付要領」という。）の介護テクノロジー定着支援事業を実施するにあたり、交
付要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

①事業の概要～１・趣旨 ２・目的

２.目的

今後、介護サービスの需要が更に高まる一方、生産年齢人口が急速に減少し
ていくことが見込まれる中で、介護人材の確保は喫緊の課題である。

また、「省力化投資促進プラン」（令和７年６月13日）において、2040年に
▲20％以上の業務効率化を図る必要があるとされており、計画的かつ継続的
に職場環境改善・生産性向上のための介護テクノロジー等の導入を図っていく
必要がある。

特に、業務時間削減効果が確認されている見守り機器・介護記録ソフト・イン
カムについて、小規模事業者も含めより広く事業者へ普及させるため集中的に
支援する。
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①事業の概要～3・交付対象者

◆介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所（訪問介護事業所や
居宅介護支援事業所を含む。）

◆老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

→ 以降「介護事業者」と表記します

〇同じ法人でも事業所単位で申請できます。
〇同じ年度に複数事業所でも申請できます。
〇同じ事業所番号でもサービス種別ごとに申請できます。
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①事業の概要～4・事業内容

◆事業は３つのコースがあります

⑴ 介護テクノロジー
等の導入支援

⑵ 介護テクノロジー
等のパッケージ型
導入支援

⑶ 導入支援と一体的に
行う業務改善支援

介護テクノロジー導入コンサルタ
ント支援を受ける際の補助

→この資料では割愛
 します

ア 「TAIS」において「介護テクノロジー」として選定さ
れた機器等

イ・その他・① 「TAIS」に掲載されていない機器で、
上記アの介護テクノロジーと機能等が
同水準と実施主体が判断した機器等

イ・その他・② 介護従事者が継続して就労するため
の職場環境整備として有効であり、介
護サービスの質の向上につながると実
施主体が判断した機器等

ア イ・その他・①または の内 介護業務支援

組み合わせて導入

に該当し、ア イ・その他・①または

合わせて活用することで効果が上がる機器
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https://www.techno-tais.jp/

② 「TAIS」の調べ方

「TAIS」とは？～福祉用具情報システム（福祉用具のデータベース）
「介護テクノロジー」に該当する機器にマークを付けている。
テクノエイド協会のホームページで確認できる。

https://www.techno-aids.or.jp/

「TAIS」に登録された介護テクノロジーのカテゴリー
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② 「TAIS」の調べ方
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ここ

ここ

詳細検索

カテゴリー
検索

② 「TAIS」の調べ方

8



詳細検索

カテゴリー
検索

② 「TAIS」の調べ方
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ここ

※マークの付いていない製品でも
（イ.その他）として補助の対象とな
り得るものがあります。

該当するカテゴリーが
記載されています

② 「TAIS」の調べ方
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まとめ

③ 介護テクノロジー等の導入支援

資料配布無し

区分



D区分

介護業務支援に掲載されている介護ソフト、
または、同水準と実施主体が判断した機器等

A・B区分以外のもの（排泄・見守りコミュ・機能訓
練・移動・認知症ケア・食事栄養管理）

移乗支援（装着・非装着）・入浴支援
介護業務支援に掲載されているインカム）

ア

「TAIS」において「介護テ
クノロジー」として選定され
た機器等

イ・その他・①

「TAIS」に掲載されていない
機器で、上記アの介護テクノ
ロジーと機能等が同水準と実
施主体が判断した機器等

イ・その他・②

介護従事者が継続して就労
するための職場環境整備とし
て有効であり、介護サービスの
質の向上につながると実施主
体が判断した機器等

A区分

B区分

C区分

バックオフィスソフト以外
重点分野に該当しない機器、調理支援など職員の
負担軽減、福祉用具、インカム等、バイタル測定ウェ
アラブル端末

E区分バックオフィスソフト

付帯経費
導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて
導入する場合に限って、補助対象とすることができる

４. 事業内容

③ 介護テクノロジー等の導入支援
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D区分

介護業務支援に掲載されている介護ソフト、
または、同水準と実施主体が判断した機器等

A・B区分以外のもの（排泄・見守りコミュ・機能訓
練・移動・認知症ケア・食事栄養管理）

移乗支援（装着・非装着）・入浴支援
介護業務支援に掲載されているインカム）

ア

「TAIS」において「介護テ
クノロジー」として選定され
た機器等

４. 事業内容

イ・その他・①

「TAIS」に掲載されていない
機器で、上記アの介護テクノ
ロジーと機能等が同水準と実
施主体が判断した機器等

イ・その他・②

介護従事者が継続して就労
するための職場環境整備とし
て有効であり、介護サービスの
質の向上につながると実施主
体が判断した機器等

A区分

B区分

C区分

バックオフィスソフト以外
重点分野に該当しない機器、調理支援など職員の
負担軽減、福祉用具、インカム等、バイタル測定ウェ
アラブル端末

E区分バックオフィスソフト

資料１

付帯経費
導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて
導入する場合に限って、補助対象とすることができる

資料２

③ 介護テクノロジー等の導入支援

資料配布無し



D区分

バックオフィスソフト以外
重点分野に該当しない機器、調理支援など職員の
負担軽減、福祉用具、インカム等、バイタル測定ウェ
アラブル端末（※1）

Ｐ2.4⑴イ②枠内「その他」の機器等として認める例資料１

※「その他」の機器等を申請する場合には、センターにご相談ください

４. 事業内容

③ 介護テクノロジー等の導入支援
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D区分

介護業務支援に掲載されている介護ソフト、
または、同水準と実施主体が判断した機器等

A・B区分以外のもの（排泄・見守りコミュ・機能訓
練・移動・認知症ケア・食事栄養管理）

移乗支援（装着・非装着）・入浴支援
介護業務支援に掲載されているインカム）

ア

「TAIS」において「介護テ
クノロジー」として選定され
た機器等

イ・その他・①

「TAIS」に掲載されていない
機器で、上記アの介護テクノ
ロジーと機能等が同水準と実
施主体が判断した機器等

イ・その他・②

介護従事者が継続して就労
するための職場環境整備とし
て有効であり、介護サービスの
質の向上につながると実施主
体が判断した機器等

A区分

B区分

C区分

バックオフィスソフト以外
重点分野に該当しない機器、調理支援など職員の
負担軽減、福祉用具、インカム等、バイタル測定ウェ
アラブル端末

E区分バックオフィスソフト

資料１

付帯経費
導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて
導入する場合に限って、補助対象とすることができる

資料２

４. 事業内容

③ 介護テクノロジー等の導入支援

資料配布無し



付帯経費
導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて
導入する場合に限って、補助対象とすることができる

※基準額は、表２に定める１台あたりの基準額に導入台数を乗じた金額とする
※付帯経費が申請できるのは、A区分・B区分・C区分該当のテクノロジー・機器のみ

A・C区分該当
Ｐ2.【留意事項】

B区分該当
Ｐ3.17行目から

【付帯経費の例】 P3.P4.【留意事項】

⚫介護テクノロジーを利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費（配線工事（Wi-Fi
環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む）、 モデム・ルーター、アクセスポイント、シス
テム管理サーバー、ネットワーク構築等）

⚫介護テクノロジーの導入に伴って導入するPC、タブレット端末等
⚫（介護ソフトの場合）導入前後に行うベンダーによるサポート費用 など

資料２

４. 事業内容

③ 介護テクノロジー等の導入支援
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５. 補助額

4／5
【補助率】 P4 ア（ア） 【補助限度台数】 P4 ア（イ）

〇在宅系サービス
利用定員数÷20

 ※定員の無いサービスは
 1日の利用限度人数÷20

〇施設系サービス
利用定員数÷10

※どちらも
◆ 小数点以下切り上げ
◆ とちぎ介護人材育成認証制度レベル３（★★★）事業者は２倍
◆ インカム、ウェアラブル端末、バックオフィスソフトは台数の制限を設けない

【補助対象から除くもの】 P10

◆ 消費税及び地方消費税
◆ 交付決定前に補助対象に係る売買契約等を締結したもの
◆ タブレット端末等におけるＳＩＭ回線を利用したデータ通信費用、通話
料等

◆ 保証期間延長補償等、メーカーや販売店等が提供するオプションサービ
スへの任意加入

【ライセンス形態の契約】 P10

複数年ライセンス・リース・サブスク・分割払い等

〇複数年分の費用を申請可能
※R8年度支払分が補助対象額となります

【付帯経費の算定】
P2・P3【留意事項】

A区分
B区分
C区分

D区分
E区分

【職員数による合計額が変動する契約】 P6

◆ 対象経費の種類により職員数ごとに基準額の
設定がある

◆ 対象となる職員、サービス種別ごとの換算方法
は要領P6※2を参照

基準額と比較して
少ない方

③ 介護テクノロジー等の導入支援
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【基準額】 P５

A区分

B区分

D区分

E区分

C区分

※付帯経費を申請する場合の基準額

A区分×
補助台数

×
補助台数

100万円×補助台数

B区分

※職員数で変動
しない契約

250万円 265万円

表３ P6

表２ P5

表３・３の額

※R8年中・ケアプランデータ連携5事業所以上

B区分

※居宅サービス・居宅介護支援事業所

E区分
基準額に
５万円を加算

５. 補助額

③ 介護テクノロジー等の導入支援

C区分 30万円×補助台数

※職員数で変動する契約
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まとめ

③ 介護テクノロジー等の導入支援
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④ 介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援

４. 事業内容

４⑴アのテクノロジー及びイ①の機器等のうち、「介護業務支援」に分類されているテクノロジーまたは「介
護業務支援」に分類されているテクノロジーと同水準の機器等と、そのテクノロジー等と連動することで効果
が高まると判断できる４⑴アのテクノロジー及びイ①の機器等を導入する場合の支援を行う。

A・B・C区分

介護業務支援に分類され
ているテクノロジー・同水準

A・B・C区分
連動することで効果が高まると
判断できるテクノロジー・同水準パッケージで申請

※介護業務支援に分類されているテクノロジー
⚫介護記録ソフト
⚫見守りデータ等の他のソフトとの連携や分析
⚫インカム（介護業務支援に該当するもの）
⚫会話記録・議事録作成ソフト、情報共有ツー
ル業務分析（タイムスタディ支援ソフトなど）

⚫勤務記録、シフト作成、車両運行管理など

※パッケージ（組合わせ）例
◆ 介護記録ソフト+インカム
◆ インカム+見守り機器
◆ 介護記録ソフト+インカム+見守り機器
◆ 介護記録ソフト+連動する請求ソフト

※「連動することで効果が高まる」の解釈
〇「介護業務支援」に該当するテクノロジー（介護ソフト等）と他のテクノロジーを合わせて活用するこ
とで、単体で活用するよりも効果的に活用できると判断できるかという視点で判断する
〇必ずしも、組み合わせるテクノロジーがシステムとして連動するものに限定するものではない

付帯経費 導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて導入
する場合に限って、補助対象とすることができる 資料２
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付帯経費

A・C区分該当
Ｐ2.【留意事項】

B区分該当
Ｐ3.17行目から

【付帯経費の例】 P3.P4.【留意事項】

⚫介護テクノロジーを利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費（配線工事（Wi-Fi
環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む）、 モデム・ルーター、アクセスポイント、シス
テム管理サーバー、ネットワーク構築等）

⚫介護テクノロジーの導入に伴って導入するPC、タブレット端末等
⚫（介護ソフトの場合）導入前後に行うベンダーによるサポート費用 など

資料２

４. 事業内容

④ 介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
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５. 補助額

4／5

【補助率】 【補助限度台数】
P4 ア（イ）

制限は設けない

【補助対象から除くもの】 P10

◆ 消費税及び地方消費税
◆ 交付決定前に補助対象に係る売買契約等を締
結したもの

◆ タブレット端末等におけるＳＩＭ回線を利用した
データ通信費用、通話料等

◆ 保証期間延長補償等、メーカーや販売店等が
提供するオプションサービスへの任意加入

【ライセンス形態の契約】 P10

複数年ライセンス・リース・サブスク・分割
払い等

〇複数年分の費用を申請可能
※R8年度支払分が補助対象額となります

基準額と比較して
少ない方

④ 介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援

1000万円

【基準額】

【基準額】 P５ 表２ P5

介護ソフトと付帯
経費の組み合わせ

+15万円
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介護テクノロジー等導入支援 介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援

利用者の安全並びに介護サービスの質の
確保及び職員の負担軽減に資する方策
を検討するための委員会（名称は問わ
ない。）を設置すること。

〈対象サービス〉
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護

令和８年度内に、「ケアプランデータ連携システム」 （「介護保険資格確
認等WEBサービス」に統合された場合は当該サービス）の利用を開始し、
送受信の実績をつくること。

〈対象サービス〉
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・福祉用具貸与
・居宅療養管理指導
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・認知症対応型通所介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・特定施設入居者生活介護（短期利用）
・地域密着型特定施設入居者生活介護
 （短期利用）
・認知症対応型共同生活介護（短期利用）
・居宅介護支援
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション

・介護予防福祉用具貸与
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）
・介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）
・介護予防短期入所療養介護（介護医療院）
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）
・介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）
・介護予防支援
・訪問型サービス（みなし）
・訪問型サービス（独自）
・訪問型サービス（独自／定率）
・訪問型サービス（独自／定額）
・通所型サービス（みなし）
・通所型サービス（独自）
・通所型サービス（独自／定率）
・通所型サービス（独自／定額）

⑤ 共通要件

委員会の設置 ケアプランデータ連携の実績
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介護テクノロジー等導入支援 介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援

SECURITY ACTIONへの参加
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のい
ずれかを宣言すること

科学的介護情報システム（LIFE）への参加
補助を受けた介護事業所等は、科学的介護情報システム（LIFE）による情報収集に協力すること

介護人材確保ポータルサイト「介護ジョブゲートとちぎ」への事業所情報登録
令和８年度12月前後に開設を予定している「介護ジョブゲートとちぎ」に事業所情報を登録いただきたい。（交付決定と
なった各事業所に改めて入力依頼を送付）

賃金への適切な還元
収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること

⑤ 共通要件

21

他の補助事業に対する取扱い
「ＩＴ導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外とする

業務改善計画の作成及び効果の報告・公表
栃木県介護生産性向上総合相談センターに相談し、「業務改善計画」を作成する
補助を受けた翌年度から３年間、業務改善計画に対する効果を都道府県に対し報告する



初回のご相談は
「介護テクノロジー導入相談フォーム」

から

https://robot.normalization.jp/

25

ご質問・ご相談

2回目以降のご相談は
「お問い合わせフォーム」

から

メールでのご相談
info@normalization.jp
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